
5．3 八戸工業大学大学院学位論文審査基準 

【八戸工業大学大学院工学研究科修士学位論文審査基準】 

（審査体制） 

学位論文の審査は、主査１名及び副査２名以上の審査委員の合議で行う。 

（審査項目と基準） 

次の項目をすべて満たしていること。 

１．研究テーマの明確化 

論文の問題設定が明確に示され、妥当性があること。  

２．学術的または社会的な貢献 

学術的に一定の新規性または独創性があること、または社会の要請に応える可能性を持っていること。 

３．先行研究の理解と提示 

研究テーマの探求に際して利用した資料や文献が適切に提示され、その内容が論旨を展開するうえで

適切に言及されていること。 

４．研究方法の妥当性 

研究テーマ探求のために採用された、理論、実験、シミュレーション、調査あるいは資料収集などの研究

方法が適切であること。 

５．論証方法や結論の妥当性 

問題設定から分析、結果、考察、結論までの論旨が、明確であり、かつ一貫していること。 

６．論文の形式・体裁 

語句の使い方や文章表現が的確であること。学位論文としての体裁が整っていること。 

文献等が正しく引用され、図表等の引用元が明らかにされていること。 

【八戸工業大学大学院工学研究科博士学位論文審査基準】 

（審査体制） 

学位論文の審査は、主査１名及び副査２名以上の審査委員の合議で行う。 

（審査項目と基準） 

次の項目をすべて満たしていること。 

１．研究テーマの明確化 

論文の問題設定が、当該分野の学問的蓄積を踏まえて明確に示され、妥当性があること。 

２．学術的または社会的な貢献 

学術的に新規性または独創性があること。また社会の要請に応える高い有用性のある社会貢献となり得

ること。 

３．先行研究の理解と提示 

研究テーマの探求に際して、利用した資料や文献が網羅され、その内容が論旨を展開するうえで適切

に言及されていること。 

４．研究方法の妥当性 

研究テーマ探求のために採用された、理論、実験、シミュレーション、調査あるいは資料収集などの研究

方法が適切かつ効果的に用いられていること。 

５．論証方法や結論の妥当性 

問題設定から分析、結果、考察、結論までの論旨が、明確で実証的かつ論理的に展開されていること。 

６．論文の形式・体裁 

語句の使い方や文章表現が的確であること。学位論文としての体裁が整っていること。文献等が正しく

引用され、図表等の引用元が明らかにされていること。 
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5．4 八戸工業大学学費納入規程 

制定 平成 ４年１２月１７日 教授会 

平成 ５年 １月２１日 理事会 

改正 令和 ７年 １月３１日 理事会 

（目  的） 

第 １ 条 この規程は、八戸工業大学学則第３６条及び八戸工業大学大学院学則第４９条の規定に基づき、

学費の納入方法その他の取扱いについて定める。 

（学  費） 

第 ２ 条 この規程における学費とは、学則第３５条で定める別表第３の学費種別のうち、入学金及び授業

料等（学費種別の授業料、施設設備費、実験実習費、演習実習費をいう。）をいう。 

 ２ 授業料等はこれを二分割し、半額をⅠ期授業料等、他の半額をⅡ期授業料等という。 

（納入期限） 

第 ３ 条 Ⅰ期授業料等は５月１０日までに、Ⅱ期授業料等は１０月１０日までに納入しなければならない。 

（入学時の納入期限） 

第 ４ 条 前条の規定にかかわらず、入学の許可を得ようとする者の学費は、所定の入学手続締切日まで

に納入しなければならない。 

（納入方法） 

第 ５ 条 学費の納入方法は、原則として銀行振込みとする。 

 ２ Ⅰ期・Ⅱ期授業料等は、原則として各々一括して納入しなければならない。延納を許可されたとき

においても同様とする。 

（延納許可） 

第 ６ 条 授業料等の延納を希望する者があるときは、次の各号の一に該当する者に限り許可することがあ

る。 

一 授業料等支弁者が、死亡または不慮の災害等により支払いが困難であると認められる者 

二 その他やむを得ない事由があると認められる者 

（延納の手続） 

第 ７ 条 授業料等の延納を希望するときは、原則として第３条に定める納入期限までに、所定の「授業料

等延納願い」により願い出なければならない。 

 ２ 前項により願い出るとき、延納の事由を明らかにする証明書等の提出を求めることがある。 

（延納納入期限） 

第 ８ 条 授業料等の延納納入日は、原則として、Ⅰ期授業料等においては７月２０日、Ⅱ期授業料等にお

いては翌年１月１０日を超えることができない。 

（延納許可の取消） 

第 ９ 条 授業料等の延納を許可された者の願い出が虚偽であることが明らかになったときは、延納の許可

を取り消す。 

（滞納の起算日） 

第10条 学則第２２条第五号に定める授業料等滞納期間の起算日は、Ⅰ期・Ⅱ期授業料等の各納入期限の

翌日、延納が許可されたときは第８条に定める各延納納入期限の翌日、休学者が復学するときは復

学する日を起算日とする。 

第11条 削除 

（復  籍） 

第12条 学則第２２条第五号に基づき除籍された者が復籍を願い出たときは、学長がこれを許可すること

ができる。 

 ２ 復籍願い出の期限は、原則として除籍後１５日以内とする。 

 ３ 復籍を願い出るときは、所定の「復籍願い」を提出し、滞納分の授業料等を納入しなければならな

い。 
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